
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害応急対策計画関係の資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2-1-1 

○大野城市防災会議条例 
昭和48年３ 月26日条例第12号 

改正 

平成10年６ 月24日条例第15号 
平成11年12月21日条例第32号 

平成18年12月27日条例第35号 
平成24年３ 月28日条例第10号 

平成24年９ 月25日条例第19号  

大野城市防災会議条例 

（ 目的）  

第１ 条 こ の 条例は、 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） 第16条第６ 項の 規定に 基づ

き 、 大野城市防災会議（ 以下「 防災会議」 と い う 。 ） の 所掌事務及び組織を 定め る こ と

を 目的と する 。  

（ 所掌事務）  

第２ 条 防災会議は、 次に 掲げる 事務を つか さ ど る 。  

( １ )  大野城市地域防災計画を 作成し 、 及びそ の 実施を 推進する こ と 。  

( ２ )  市長の 諮問に 応じ て 市の 地域に 係る 防災に 関する 重要事項を 審議する こ と 。  

( ３ )  前号に 規定する 重要事項に 関し 、 市長に 意見を 述べる こ と 。  

( ４ )  前３ 号に 掲げる も の の ほ か 、 法律又はこ れに 基づく 政令に よ り 、 そ の 権限に 属す

る 事務 

（ 会長及び委員）  

第３ 条 防災会議は、 会長、 副会長及び委員を も つて 組織する 。  

２  会長は市長を も つて 充て る 。  

３  会長は会務を 総理する 。  

４  副会長は副市長を も つて 充て る 。  

５  副会長は会長を 補佐し 、 会長事故あ る と き は、 職務を 代理する 。  

６  委員は、 次に 掲げる 者を も つて 充て る 。  

( １ )  指定地方行政機関の 職員の う ち か ら 市長が 任命する 者 

( ２ )  自衛隊の 部隊の 職員の う ち か ら 市長が 任命する 者 

( ３ )  福岡県の 知事の 部内の 職員の う ち か ら 市長が 任命する 者 

( ４ )  福岡県警察の 警察官の う ち か ら 市長が 任命する 者 

( ５ )  市長が 市の 職員の う ち か ら 指名する 者 

( ６ )  教育長 

( ７ )  消防長及び消防団長 

( ８ )  指定公共機関、 又は指定地方公共機関の 職員の う ち か ら 市長が 任命する 者 

( ９ )  自主防災組織を 構成する 者又は学識経験の あ る 者のう ち か ら 市長が 任命する 者 

( 10)  前各号に 掲げる 者の ほ か 、 市長が 必要と 認め て 任命する 者 

７  前項に 規定する 委員の 定数は、 30人以内と する 。  

８  第６ 項第８ 号か ら 第10号ま で の 委員の 任期は２ 年と する 。 た だ し 、 補欠の 委員の 任期

は、 そ の 前任者の 残任期間と する 。  

９  前項の 委員は、 再任さ れる こ と が で き る 。  
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（ 専門委員）  

第４ 条 防災会議に 専門の 事項を 調査さ せる た め、 専門委員を 置く こ と が でき る 。  

２  専門委員は、 関係地方行政機関の 職員、 福岡県の 職員、 市の 職員、 関係指定公共機関

の 職員、関係指定地方公共機関の 職員及び学識経験のあ る 者の う ち か ら 市長が 任命する 。 

３  専門委員は、当該専門の 事項に 関する 調査が 終了し た と き は、解任さ れる も の と する 。  

（ 議事等）  

第５ 条 前各条に 定める も の の ほ か 、 防災会議の 議事、 そ の 他防災会議の 運営に 関し 必要

な 事項は、 会長が 防災会議に はか つて 定め る 。  

附 則 

１  こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行し 、 昭和48年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

２  大野城市水防協議会条例（ 昭和29年条例第42号） は、 昭和48年３ 月31日に 廃止する 。  

附 則（ 平成10年条例第15号）  

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成11年条例第32号）  

こ の 条例は、 平成12年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成18年条例第35号） 抄 

（ 施行期日）  

１  こ の 条例は、 平成19年４ 月１ 日か ら 施行する 。 た だ し 、 第11条の 規定は、 地方自治法

の 一部を 改正する 法律（ 平成18年法律第53号） に よ る 地方自治法第238条の ４ の 改正規定

の 施行の 日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成24年３ 月28日条例第10号）  

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成24年９ 月25日条例第19号）  

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行する 。  
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大野城市防災会議運営規程 

 

令和４ 年２ 月17日 

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の規程は、 大野城市防災会議条例（ 平成24年条例第19号。 以下「 条例」 と

いう 。） 第５ 条の規定に基づき 、 大野城市防災会議（ 以下「 防災会議」 と いう 。） の

議事、 その他防災会議の運営に関し 必要な 事項を 定める も のと する 。  

 （ 会議）  

第２ 条 防災会議の招集は会長が行う 。  

２  委員は、 やむを 得ない事情によ り 防災会議に出席でき な いと き は、 あ ら かじ めそ

の旨を 会長に届け出なければなら な い。  

３  防災会議は、 過半数の委員が出席し なければ開く こ と ができ ない。  

４  防災会議の議事は、 出席委員の過半数を も っ て決し 、 可否同数のと き は、 会長の

決する と こ ろ によ る 。  

（ 異動等の報告）  

第３ 条 条例第３ 条第６ 項第１ 号から 第４ 号ま で及び第７ 号から 第10号ま での委員は、

異動等があ っ たと き は、 速やかに会長に報告し なければな ら ない。  

（ 庶務）  

第４ 条 防災会議の庶務は、 危機管理部危機管理課において 処理する 。  

（ その他）  

第５ 条 こ の規程に定める も ののほか、 防災会議の運営に関し 必要な 事項は、 会長が

定める 。  

附 則 

こ の規程は、 令和４ 年２ 月17日から 施行する 。  
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大野城市防災会議委員名簿 
                               （ 令和５ 年４ 月時点）  

委  員 機 関 ・  団 体 名 職  名 

会 長 大野城市 市長 

副会長 大野城市 副市長 

１ 号委員 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 福岡維持出張所長 

２ 号委員 陸上自衛隊第４ 後方支援連隊補給隊 補給隊長 

３ 号委員 

福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課 課長 

福岡県那珂県土整備事務所 所長 

福岡県福岡農林事務所 所長 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 所長 

４ 号委員 福岡県春日警察署 警備課長 

５ 号委員 

大野城市 総務財政部長 

大野城市 危機管理部長 

大野城市 監査委員事務局長 

大野城市 経営戦略課長 

６ 号委員 大野城市教育委員会 教育長 

７ 号委員 
大野城市消防団 団長 

春日･大野城･那珂川消防組合 消防本部 消防長 

８ 号委員 

九州電力送配電㈱ 福岡南配電事業所  

西日本電信電話㈱ 九州支店   

西部ガス ㈱福岡支社 福岡供給部  

九州旅客鉄道㈱ 南福岡駅  

西日本鉄道㈱  

( 一社) 筑紫医師会  

９ 号委員 
大野城市区長会  

九州大学  

10 号委員 

社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会  

大野城市校長会  

大野城市民生委員児童委員連合協議会  

大野城ま どかぴあ男女平等推進センタ ー  

大野城共生ネッ ト ワ ーク   

大野城市商工会女性部  

Ｎ Ｐ Ｏ 法人 チャ イ ルド ケアセンタ ー  

福岡県男女共同参画センタ ー「 あすばる 」   

 



■大野城市災害警戒本部組織図（ 風水害）

本　 部　 員

（ 部　 長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆気象情報・ 河川水位情報等の収集・ 伝達・ 記録

◆県、 消防署、 自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報（ 各警戒活動状況、 その他） の記録、 収集、 整理、 伝達

◆災害対策本部への移行準備

◆無線等の必要備品の確保

◆車両、 住宅地図等の必要備品の確保

◆各情報（ 市民等から の通報） の記録、 収集、 整理、 伝達

河川警戒対策班

◆御笠川の井堰倒伏

・ 梅林（ 那珂県土整備事務所及び福岡市に要請）

・ 畑詰・ 宮添・ 新井手（ 巡視職員で倒伏措置）

・ 市の瀬（ 上下水道の浄水担当に要請）

◆河川水位観測と 巡視警戒

・ 御笠川及び牛頸川（ Ｊ Ｒ 下流付近市境から 御笠川合流点ま での区間）

・ 県の河川水位観測所情報（ 大野城市筒井橋、 太宰府市落合橋）

・ 市の定点観測場所（ 梅林堰・ 畑詰橋・ 御笠橋・ 筒井橋・ 落合橋・ 牛頸川木下
橋）

◆緊急広報

市域警戒対策班

◆南地区牛頸川及び市内水路等の井堰倒伏

◆市内水路（ 川久保川・ 平田川・ 平野川を 含む） ため池及び南地区牛頸川の警
戒巡視

◆がけ崩れ（ 急傾斜地） ・ 土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、 緊急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

◆道路冠水・ 損壊等に伴う 交通規制の緊急措置

◆道路冠水危険箇所の警戒巡視、 緊急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆水害・ 土砂災害の防止に係る 必要な資機材等の備蓄状況把握、 調達、 輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆河川警戒対策班・ 市域警戒対策班・ 道路警戒班の連絡状況や要請に応じ て、
業者への指示

地域創造部長 ◆各区及び各地域行政センタ ーへの連絡・ 情報収集

教育部長 ◆災害警戒状況を踏ま えた、 災害対策本部への移行準備

こ ど も 未来部長 ◆災害警戒本部への協力

◆災害警戒状況を踏ま えた、 災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

災　 害　 警　 戒　 本　 部

部 事務分掌
本部長

副本部
長

副市長 教育長

危機管理部長 本部総括部

総務財政部長 総務対策部

都市整備部長 建設対策部

避難対策部

総合政策部長 広報・ 報道部

市民生活部長 市民対策部

すこ やか福祉部長 福祉医療対策部

議会対策部

上下水道局長 上下水道部

本部長付 消　 　 防　 　 団　 　 長 消防団

環境経済部長 環境経済対策部

議会事務局長
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■大野城市災害警戒本部組織図（ 震災）

本　 部　 員

（ 部　 長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆地震関連情報・ 被害情報等の収集・ 伝達・ 記録

◆県、 消防署、 自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報（ 各警戒活動状況、 その他） の記録、 収集、 整理、 伝達

◆災害対策本部への移行準備

◆無線等の必要備品の確保

◆車両、 住宅地図等の必要備品の確保

◆各情報（ 市民等から の通報） の記録、 収集、 整理、 伝達

◆公共施設の被害調査

河川警戒対策班

◆市域の被害状況の調査・ 把握

◆がけ崩れ（ 急傾斜地） ・ 土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、 緊
急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

◆道路損壊等に伴う 交通規制の緊急措置

◆緊急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆初期活動に必要な資機材等の備蓄状況把握、 調達、 輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆市域警戒対策班・ 道路警戒斑の連絡状況や要請に応じ て、 業者へ
の指示

◆災害警戒状況を踏ま えた、 災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

教育長副市長

本部長付 消　 　 防　 　 団　 　 長

すこ やか福祉部長

総合政策部長

福祉医療対策部

議会事務局長

消防団

議会対策部

環境経済部長 環境経済対策部

上下水道局長 上下水道部

広報・ 報道部

危機管理部長 本部総括部

市民生活部長 市民対策部

都市整備部長 建設対策部

地域創造部長
教育部長

こ ども 未来部長

総務対策部総務財政部長

避難対策部

災　 害　 警　 戒　 本　 部

部 事務分掌
本部長

副本部
長
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■大野城市災害警戒本部組織図（ 原子力）

本　 部　 員

（ 部　 長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆県・ 関係機関から の情報収集・ 事故状況の把握

◆県、 消防署、 自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報の記録、 収集、 整理、 伝達

◆災害対策本部への移行準備

河川警戒対策班

◆市域の被害状況の調査・ 把握

◆がけ崩れ（ 急傾斜地） ・ 土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、 緊
急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

◆道路損壊等に伴う 交通規制の緊急措置

◆緊急広報

◆市民から の連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆初期活動に必要な資機材等の備蓄状況把握、 調達、 輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆市域警戒対策班・ 道路警戒斑の連絡状況や要請に応じ て、 業者へ
の指示

地域創造部長

教育部長

こ ども 未来部長

◆災害警戒状況を踏ま えた、 災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

◆各情報の記録、 収集、 整理、 伝達

環境経済部長 環境経済対策部

上下水道局長 上下水道部

総務対策部

都市整備部長 建設対策部

避難対策部

総合政策部長 広報・ 報道部

本部長付 消　 　 防　 　 団　 　 長 消防団

市民生活部長 市民対策部

すこ やか福祉部長 福祉医療対策部

議会事務局長 議会対策部

副市長 教育長

危機管理部長 本部総括部

総務財政部長

災　 害　 警　 戒　 本　 部

部 事務分掌
本部長

副本部
長

 2-5



2-6 

○大野城市災害対策本部条例 

昭和48年３ 月26日条例第13号 

改正 

平成８ 年３ 月26日条例第15号 

平成24年９ 月25日条例第19号 

大野城市災害対策本部条例 

（ 目的）  

第１ 条 こ の 条例は、 災害対策基本法（ 昭和36年法律第223号） 第23条の ２ 第８ 項の規定に

基づき 、 大野城市災害対策本部に 関し 、 必要な 事項を 定める こ と を 目的と する 。  

（ 組織）  

第２ 条 災害対策本部長は、 災害対策本部の 事務を 総括し 、 所部の 職員を 指揮監督する 。  

２  災害対策副本部長は、 災害対策本部長を 助け 、 災害対策本部長に 事故が あ る と き は、

そ の 職務を 代理する 。  

３  災害対策本部員は、 災害対策本部長の 命を 受け 、 災害対策本部の 事務に 従事する 。  

（ 部）  

第３ 条 災害対策本部長は、必要と 認める と き は、災害対策本部に 部を 置く こ と が で き る 。  

２  部に 属すべき 災害対策本部員は、 災害対策本部長が 指名する 。  

３  部に 部長を 置き 、 災害対策本部長の 指名する 災害対策本部員が 、 こ れに 当る 。  

４  部長は、 部の 事務を 掌理する 。  

（ 現地災害対策本部）  

第４ 条 現地災害対策本部に 現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員そ の 他の 職員を

置き 、 災害対策副本部長、 災害対策本部員そ の 他の 職員の う ち か ら 災害対策本部長が 指

名する 者を も つて 充て る 。  

２  現地災害対策本部長は、 現地災害対策本部の 事務を 掌理する 。  

（ 雑則）   

第５ 条 こ の 条例に 定める も の の ほ か 、 災害対策本部に 関し 必要な 事項は、 災害対策本部

長が 定める 。  

附 則 

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行し 、 昭和48年４ 月１ 日か ら 適用する 。  

附 則（ 平成８ 年条例第15号）  

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行する 。  

附 則（ 平成24年９ 月25日条例第19号）  

こ の 条例は、 公布の 日か ら 施行する 。  



■大野城市災害対策本部組織図

危機管理課

秘書室

情 報 総 括 班 危機管理課

受 援 調 整 班 必要時のみ

人事マネジメ ン ト 課

総務管理課

財政課

財産管理課

出納室

給付金対策室

経営戦略課

デジタ ル推進課

プロ モーショ ン 推進課

監査委員事務局

Ｉ Ｃ Ｔ 復 旧 班 デジタ ル推進課( 地震発生時のみ)

建設管理課

公園街路課

都市計画課

連立・ 高架下活用推進課

循環型社会推進課

生活安全課

産 業 班 産業振興課

地 域 対 策 班 コ ミ ュ ニティ 文化課

地域行政セン タ ー統括課

心のふる さ と 館

教育政策課

教育振興課

教育支援課

ス ポーツ 課

こ ど も ・ 若者政策課

子育て支援課

各保育所

総合窓口セン タ ー

国保年金課

人権男女共同参画課

市税課

納税課

福祉サービ ス 課

生活支援課

介護支援課

すこ やか長寿課

健康課

こ ど も 家庭セン タ ー

企 業 総 務 班 企業総務課

給 水 班 料金施設課

浄 水 ・ 施 設 班 上下水道工務課

消防団

（ 本. 1. 2. 3. 4. 5分団）

危機管理課( 消防担当)

本 部 長 付 消　 　 防　 　 団　 　 長 消 防 部 消 防 班

議 会 事 務 局 長 議 会 対 策 部 議 会 対 策 班

市長
副市長

教育長

危 機 管 理 部 長

議事課

上 下 水 道 局 長 上 下 水 道 部

市 民 生 活 部 長 市 民 対 策 部

市 民 支 援 班

輸 送 ・ 調 査 班

すこ やか 福祉部長
福祉医療対策部

福 祉 班

医 療 救 護 班

環 境 経 済 部 長 環境経済対策部
環 境 班

地 域 創 造 部 長
教 育 部 長
こ ど も 未 来 部 長

避 難 対 策 部
避 難 対 策 班

大規模地震等発生時のみ

総 合 政 策 部 長 広 報 ・ 報 道 部

都 市 整 備 部 長 建 設 対 策 部 建 設 対 策 班

広 報 ・ 報 道 班

本 部 総 括 部

本 部 班

総 務 財 政 部 長 総 務 対 策 部

総 務 班

財 政 調 達 班

公 共 施 設
被 害 調 査 班

大　 野　 城　 市　 防　 災　 会　 議

災　 害　 対　 策　 本　 部
部 班

平 常 時
構成組織本部長 副本部長

本　 部　 員
（ 部　 長）
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初動活動期 応急活動期 復旧・復興活動期
１　班内職員の動員、配備に関すること → →
２　所管施設の被害防止又は軽減（避難誘導を含む）、被害調査に関すること → →
３　所管事項に関する業者、民間団体等への協力要請及び連絡調整に関すること → →
4　水防活動の協力に関すること → →
５　他班への応援に関すること →

６　所管事項に関する被害調査及び応急対策に関すること
１　災害対策本部、現地災害対策本部の設置・廃止に関すること → →
２　配備体制その他本部長命令の伝達に関すること → →
３　災害対策本部会議の庶務に関すること → →
４　防災行政無線の統制、活用に関すること →
５　防災会議委員その他関係機関との連絡調整に関すること → →
６　自衛隊の派遣要請並びに派遣部隊の受け入れに関すること → →
７　国、県及び他自治体等への応援要請並びに連絡調整に関すること → →
８　広域消防応援に関すること
９  災害救助法の適用申請に関すること → →
10  高齢者等避難、避難指示の発令及び警戒区域の設定に関すること
11  臨時ヘリポートの開設に関すること → →
12  仮置き場等の空地利用の調整に関すること → →
13　各種制限措置の解除・指示等に関すること → →
14　本部長・副本部長の秘書に関すること → →
15  他の部・班に属さないこと → →

16　総合的な応急対策の立案及び各部間の調整に関すること
17　災害視察、見舞者の接遇に関すること 1718  復旧・復興計画の総合企画及び調整に関すること

１　気象及び地震、原子力災害情報等の収集及び分析に関すること → →
２　各種気象情報の記録に関すること → →
３　各種被害情報の収集・取りまとめに関すること → →
４　各種被害情報の分析・予測に関すること → →
５　職員等の動員・配備のとりまとめに関すること → →
６　各部各班の活動状況の把握に関すること → →
７　通報内容の送致分類に関すること → →
８　情報総括担当者会議の開催に関すること → →
１  市民からの通報受付に関すること → →
２　防災情報地理システムへのとりまとめに関すること → →
３　職員の健康管理に関すること → →
１　車両その他輸送手段の確保、配車に関すること → →
２　庁舎会議室等の利用調整に関すること → →
３　応急対策活動に係る物品の調達に関すること →
４　避難者並びに災害対策従事職員等の食糧、必要物資の確保・調達に関すること → →
５　被災建築物の応急危険度判定に関すること →
６　災害救助法関係事務のとりまとめに関すること → →
７　災害対策に必要な金銭の出納及び保管に関すること → →
８  災害対策関係予算並びに資金の運用に関すること → →

９　物資集配拠点の開設及び救援物資の受け入れ・管理に関すること →
10　応急仮設住宅の用地確保、建設及び管理に関すること →
11　その他被災者向住宅供給に関すること →

12  義援金に関すること
１　市民への広報に関すること → →
２　報道機関への対応に関すること → →
３　被害記録・対応記録に関すること → →
１　水防活動全般に関すること →
２　道路・林道・農業用施設等の被害調査及び応急対策に関すること → →
３　斜面災害の被害調査及び応急対策に関すること → →
４　河川・道路等の障害物の除去に関すること → →
５　建設業団体等との連絡調整に関すること → →
６　交通規制の実施または協力に関すること → →
７　緊急輸送路の確保に関すること → →
８　急傾斜地等の安全対策並びに擁壁等危険箇所の安全確保に関すること → →

９　被災宅地応急危険度判定に関すること
１　仮設トイレの設置及びし尿・ごみ・災害廃棄物の処理に関すること → →
２　遺体の収容、火葬等に関すること → →
３　警察等との連携に関すること → →

４　動物の保護・収容及び環境対策に関すること →
５　緊急時環境放射線モニタリング実施への協力に関すること →
６　放射線物質による汚染の除去、放射性物質の付着した廃棄物の処理に関すること →
７　被災地及び指定避難所の巡回パトロール等に関すること →

１　商工会等関係団体との連絡調整に関すること → →
２　農協等関係団体との連絡調整に関すること → →

３　中小企業への融資対策に関すること
４　被災者への職業あっせんの協力に関すること

建設対策部 建設対策班

■ 大野城市災害対策本部事務分掌表

部　　名 班　　名
事　　務　　分　　掌

各　班　共　通

本部総括部

本　部　班

情報総括班

総務対策部

総　務　班

財政調達班

広報・報道部 広報・報道班

環　境　班

環境経済対策部

産　業　班
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初動活動期 応急活動期 復旧・復興活動期

■ 大野城市災害対策本部事務分掌表

部　　名 班　　名
事　　務　　分　　掌

１　区長との連絡調整に関すること → →
２　コミュニティ地区内における災害情報の共有化に関すること → →
３　高齢者等避難、避難指示の区長への伝達に関すること
１　避難者の誘導に関すること
２　避難所の開設、運営、閉鎖に関すること → →
３　避難者名簿の作成に関すること → →
４　現地災害対策本部への協力 → →
５　臨時へリポートの開設協力に関すること → →
６　児童・生徒の安全確保に関すること
７　応急教育に関すること → →
8　被災児童・生徒への学用品の供与に関すること → →
9　園児の安全確保に関すること
10　保育施設の被害調査及び臨時施設の設置等に関すること → →

11　避難所における救援物資の受け入れ・管理・配布に関すること
12　炊き出しに関すること
13　広域避難者の受け入れに関すること →

１　行方不明者名簿の作成に関すること → →
２　安否情報の収集、報告及び照会に対する回答に関すること → →
３　安否確認窓口の開設・運営に関すること → →
４　男女共同参画の視点を踏まえた災害対応に関すること → →

５　国民年金、国民健康保険税の減免等に関すること
１　緊急輸送に関すること → →

２　建物及び宅地等の被害調査（各区別集計表及び箇所図作成）に関すること →
３　り災証明書・被害届出証明書の発行に関すること
４　り災台帳の作成に関すること
５　市税の減免に関すること

１　要配慮者の避難支援に関すること → →
２　福祉避難所、福祉仮設住宅の確保に関すること → →
３　社会福祉協議会、ボランティア団体等との連絡調整に関すること → →

４　被災者台帳の整備に関すること
５　災害弔慰金・見舞金・被災者生活再生支援金の支給、災害援護資金等貸付に関すること
６　被災者への職業あっせんの協力に関すること

１　救護所の設置・管理に関すること → →
２　医師会等医療関係団体との連絡調整に関すること → →
３　後方支援病院の確保に関すること → →
４　医薬品・資機材等の調達に関すること → →

５　医療ボランティアの受け入れに関すること →
６　防疫活動に関すること →
７　被災者の健康管理に関すること →

議会対策部 議会対策班 １　議会・議員との連絡に関すること → →
１　部の総務に関すること → →
２　関係部局及び関係機関への連絡調整に関すること → →
３　情報の収集及び記録に関すること → →
４　福岡地区水道企業団との連絡調整等に関すること → →
１　応急給水活動に関すること → →
２　大口需要者等に対する個別要請及び指導に関すること → →
１　取水、浄水、送水、配水施設の運転、操作、復旧に関すること → →
２　原水、応急給水の水質検査、保全及び薬品管理に関すること → →
３　水道施設・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること → →
４　管工事組合、建設業者への応援依頼・作業指導に関すること → →

※必要に応じて設置
１　災害対策本部全体の受援に関する状況把握・とりまとめに関すること → →
２　災害対策本部全体の資源の調達・管理に関すること → →
３　受援に関する各部各班の調整に関すること → →
４　自衛隊の派遣要請並びに派遣部隊の受け入れに関すること → →
５　国、県及び他自治体等への応援要請並びに連絡調整に関すること → →
６　広域消防応援に関すること
７　受援調整会議の開催に関すること → →
８　応援職員の受入れ及び支援に関すること → →
１　公共施設の詳細な被害調査に関すること
２　公共施設の継続使用の可否判断に関すること

給　水　班

浄水・施設班

本部総括部 受援調整班

上下水道部

企業総務班

公共施設
被害調査班

総務対策部

避難対策部

地域対策班

避難対策班

市民対策部

市民支援班

輸送・調査班

福祉医療対策部

福　祉　班

医療救護班
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サイレン
(伝達システム)

アナウンス方法 アナウンスの内容 対象区域

下
流

①筒井橋の水位が「避難判断水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上昇が見込ま
れるとき
　・避難判断水位4.32m
　・氾濫危険水位4.69m
　・堤防高6.76m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」が出現した場合
③堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合

上
流

①落合橋（太宰府市）の水位が「避難判断水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上
昇が見込まれるとき
　・避難判断水位2.55m
　・氾濫危険水位2.82m
　・堤防高3.91m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」が出現した場合
③堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合

土
砂
災
害

①１時間後又は２時間後までに土砂災害危険度情報（県砂防課）が「警戒（赤）」に達すると発表さ
れ、今後も大雨が降り続き危険性が高まる恐れがあるとき
②土砂災害の危険度分布（気象庁）が「警戒（赤）」に達したとき

土砂災害（特別）警戒区域のうち土
砂災害危険度情報（県砂防課）が
「警戒（赤）」となった区域及び被害が
想定される区域

下
流

①筒井橋の水位が「氾濫危険水位」に達し、さらに「避難指示水位」（氾濫危険水位 ＋1.0ｍ）を超え
る恐れがあるとき
　・氾濫危険水位4.69m
　・避難指示水位5.69m
　・堤防高6.76m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「危険（紫）」が出現した場合
③堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
④牛頸ダムの管理者から、緊急放流開始予定の通知があった場合

上
流

①落合橋（太宰府市）の水位が「氾濫危険水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上
昇が見込まれるとき
　・氾濫危険水位2.82m
　・堤防高3.91m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「危険（紫）」が出現した場合
③堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合

土
砂
災
害

①１時間後又は２時間後までに土砂災害危険度情報（県砂防課）が「危険（紫）」に達すると発表さ
れ、今後も大雨が降り続き災害が発生する恐れがあるとき
②土砂災害の危険度分布（気象庁）が「危険（紫）」に達したとき
③土砂災害警戒情報が発表されたとき
④土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見されたとき

①土砂災害（特別）警戒区域のうち
土砂災害危険度情報（県砂防課）が
「危険（紫）」となった区域及び被害が
想定される区域
②土砂災害の前兆現象が確認され
た区域及び被害が想定される区域

水
害

①決壊のおそれが高まった堤防個
所周辺を含む下流域
②越水（溢水）または破堤個所周辺
を含む下流域

土
砂
災
害

①土砂災害（特別）警戒区域のうち
土砂災害危険度情報（県砂防課）が
「災害切迫（黒）」となった区域
②土砂災害が確認された区域

①災害対策本部第３配備
②消防団出動
③状況に応じて業者へ出
動要請
④状況に応じて県を通じ
て　自衛隊の出動要請

【留意事項】
　●夜間から早朝に判断基準に達する可能性がある場合は、早めに発令する。
　●強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合は、早めに発令する。

【牛頸川について】
　●市内を流れる牛頸川は、計画規模（Ｌ１）において洪水浸水想定区域は設定されておらず、水位観測所も設定されてない。よって、現地（木の下橋・横峰橋）を確認し、必要に応じて避難情報を発令する。　 （瓦田の木の下橋橋脚には、市独自の水位線あり。）

大野城市避難指示等の判断基準（水害・土砂災害）

警戒
レベル

種類 区分 区域 判断基準

指示等の情報の発信

対　応

水
害

５秒　ｻｲﾚﾝ

  休｜６秒

５秒　ｻｲﾚﾝ

  休｜６秒

５秒　ｻｲﾚﾝ

水防信号
第２信号

①堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合
②御笠川、牛頸川の越水（溢水）または破堤を確認したとき

避
難
指
示

水
害

  ※ 区域における「下流」「上流」とは、御笠川の本川を指し、牛頸川合流点を基準とする。

御笠川沿いの地域（左岸・右岸各々
約200m）とハザードマップに記載して
いる御笠川浸水想定区域を基本とす
る区域 ①災害対策本部の設置

　第１配備
②消防団全員出動の要
請
③業者への待機要請

警
戒
レ
ベ
ル
３

高
齢
者
等
避
難

①災害情報伝達システム
②市広報車による巡回広報
③消防車両による巡回広報
④各区公民館又は区長への
FAX送信
⑤該当要配慮者利用施設へ
のFAX送信
⑥防災メールまもるくん等
⑦災害情報等配信サービス
⑧緊急速報メール（エリア
メール）の送信
⑨市ホームページやSNS
⑩報道機関（ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ）に
よる広報

※「避難指示」発令後、災害
発生の危険度が高まり切迫
した状況となった場合、また
はさらなる避難の呼びかけが
必要な場合には、消防団、警
察、自主防災組織、近隣住
民等による直接的な声掛け
も行う。

警
戒
レ
ベ
ル
４

６０秒 ｻｲﾚﾝ

　休｜５秒

６０秒 ｻｲﾚﾝ

　休｜５秒

６０秒 ｻｲﾚﾝ

水防信号
第４信号

警
戒
レ
ベ
ル
５

①災害対策本部
　第２配備又は第３配備
②消防団出動
③状況により業者への出
動要請
④土のう作成、運搬、設
置

緊
急
安
全
確
保

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル３、高齢者等避難。
・こちらは大野城市です。
・〇〇地区に洪水（土砂災害）に関する警戒レベル３、高齢者等避
難を発令しました。
・御笠川が氾濫するおそれのある水位に近づいています。（土砂災
害発生の危険性が高まっています。）
・いつでも避難できるよう準備を始め、危険だと思ったら早めに避難
をして下さい。
・高齢者や障害のある人など避難に時間がかかる方と、その避難
を支援する方は避難を開始して下さい。

①大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報［土砂災害］）が発表された場合
②市内で土砂災害が発生したとき

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル５、命を守る最善の行動をとって
ください。
・こちらは大野城市です。
・○時○分○○地区に洪水（土砂災害）に関する警戒レベル５、緊
急安全確保を発令しました。
・御笠川○○橋上流（下流）左（右）岸の堤防を水が越え始めまし
た。（ ○○地区でがけ崩れ（土石流）が発生しました。）
・大至急近くの安全な場所に避難するか、屋内の安全な場所に避
難してください。

①御笠川沿いの地域（左岸・右岸
各々約200m）とハザードマップに記
載している御笠川浸水想定区域を基
本とする区域
②漏水、亀裂等の個所周辺を含む
下流域

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。
・こちらは大野城市です。
・○時○分○○地区の浸水想定区域（土砂災害警戒区域・特別警
戒区域）に、洪水（土砂災害）に関する警戒レベル４、避難指示を発
令しました。
・御笠川が氾濫のおそれのある水位に到達しました。（土砂災害の
危険性が高まっています。）
・全員直ちに近くの指定避難所に避難して下さい。
・避難所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難する
か、屋内の高いところに避難して下さい。
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注意報及び警報の種類並びに発表の基準 

 

 福岡管区気象台から 発表さ れる 注意報、 警報のう ち、 水防活動の利用に適合する も のと し て、 本市

に関する も のは次のと おり である 。  

（ 令和６ 年５ 月２ ０ 日）  

区 分 種  類 基  準 

注意報 

大雨注意報 
 表面雨量指数  ２ ０  

土壌雨量指数 １ ４ ７  

洪水注意報 

御笠川流域雨量指数 １ ８ ． ７  

 牛頸川流域雨量指数 １ ２  

※御笠川流域複合基準 

表面雨量指数８ かつ流域雨量指数１ ８ . ７  

警 報    

大 雨 警 報      
表面雨量指数  ２ ９ （ 浸水害）  

土壌雨量指数 ２ ０ ８ （ 土砂災害）  

洪 水 警 報      

御笠川流域雨量指数 ２ ３ ． ４  

 牛頸川流域雨量指数 １ ５  

※御笠川流域複合基準 

表面雨量指数２ ７ かつ流域雨量指数２ １  

 

●土砂災害情報について  

■土砂災害警戒情報 

降雨によ る 土砂災害の危険が高ま っ たと き に市町村長が避難指示を 発令する 際の判断や、 自主避

難の参考と なる よ う 、 都道府県と 気象庁が共同で発表し ている 防災情報です。  

なお、 こ の情報は、 降雨から 予測可能な土砂災害の内、 避難指示の災害応急対応が必要な土石流

や集中的に発生する 急傾斜地崩壊を 対象と し ていま す。  

  

■土砂災害危険度情報 

土砂災害警戒情報を 補捉する 情報と し て、 県が発表し ま す。 土石流と 集中し て発生する がけ崩れ

を 対象と し ていま す。  
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特別警報の発表基準 
（ 平成２ ５ 年８ 月３ ０ 日から 発表）  

区 分 種  類 発   表   の   基   準 

特別警報 

大雨 

（ 浸水害）  

特別警報 
台風や集中豪雨によ り 数十年に一度の降雨量と なる 大雨が予想さ れ、 若し く

は、 数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧によ り 大雨になる と 予

想さ れる 場合 
大雨 

（ 土砂災害）  

特別警報 

暴風 

特別警報 
数十年に一度の強度の台風

や同程度の温帯低気圧によ

り  

暴風が吹く と 予想さ れる 場合 

高潮 

特別警報 
高潮になる と 予想さ れる 場合 

波浪 

特別警報 
高波になる と 予想さ れる 場合 

暴風雪 

特別警報 

数十年に一度の強度の台風と 同程度の温帯低気圧によ り 雪を 伴う 暴風が吹

く と 予想さ れる 場合 

大雪 

特別警報 
数十年に一度の降雨量と なる 大雪が予想さ れる 場合 

津波 

特別警報 

高いと こ ろで３ メ ート ルを超える 津波が予想さ れる 場合 

（ 大津波警報を特別警報に位置付ける ）  

火山噴火 

特別警報 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想さ れる 場合 

（ 噴火警報（ 噴火警戒レ ベル４ 以上） 及び噴火警報（ 居住地域） を特別警報

に位置付ける ）  

地震 

（ 地震動）  

特別警報 

震度６ 弱以上の大き さ の地震動が予想さ れる 場合 

（ 緊急地震速報（ 震度６ 弱以上） を特別警報に位置付ける ）  

※洪水に係る 特別警報は実施せず、 引き 続き 指定河川洪水予報で対応 
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異常現象発見時の通報の流れ 

 

１  通報義務 

 災害が発生する おそれがある 異常な現象を 発見し た者は、 遅滞なく その旨を 市長（ 消

防本部を 含む）、 警察官等に通報し なければなら ない。  

 通報を 受けた市長は、 福岡管区気象台、 県防災危機管理局及びその他関係機関に通報

し なければなら ない。  

 

 

■通報の流れ 

 

 

 
 警 察 官 

 

 
 

 

  
 

 

 
県防災危機管理局 

発 見 者 

     

 
 福岡管区気象台 

 

    

  
 

 
その他関係機関 

 

２  通報を 要する 異常現象 

 

事    項 現           象 

気象に関する 事項 ◆大雨、 竜巻、 強い降ひょ う 等 

地象に関する 事項 ◆地割れ、 亀裂、 落石等 

水象に関する 事項 
◆放置すれば決壊のおそれがある 河川の堤防及びため池から

の漏水 

 

消 防 本 部 

市 役 所 



              2-14 

雨量計設置箇所一覧 
 

番号 設 置 場 所 所 在 地 管理者 電話番号 

１  大野城市牛頸浄水場 大字牛頸 上下水道工務課 582－5731 

２  春日・ 大野城・ 那珂川消防本部 春日市 消防本部 584－1191 

 

雨量観測所一覧 

 

水 系 観 測 所 名  所 在 地 

御笠川 那珂県土整備事務所 大野城市白木原 

御笠川 牛頸ダム管理所 大野城市牛頸 

御笠川 福岡管区気象台太宰府観測所 太宰府市向佐野 

 

水 位 観 測 所 
 
( 1) 那珂県土整備事務所（ 川底から の高さ ）  

河川名 観測所 
水防団待機

水位 

はん濫注意

水位 

避難判断 

水位 

はん濫危険

水位 
観測者 

御笠川 
筒井橋 

( 大野城市)  
2. 70ｍ 3. 50ｍ 4. 32ｍ 4. 69ｍ ﾃﾚﾒ ﾀー  ー

御笠川 
落合橋 

（ 太宰府市） 
1. 50ｍ 2. 10ｍ 2. 55ｍ 2. 82ｍ ﾃﾚﾒ ﾀー  ー

 
( 2) 大野城市（ 海抜）  

河川名 観測所 
水防団待機水位 

（ 最下青線）  

はん濫注意水位 

（ 黄線）  

はん濫危険水位 

（ 最上青線）  
観測者 

御笠川 梅林井堰 － － － 建設対策班 

御笠川 畑詰橋 13. 14ｍ 13. 94ｍ 15. 13ｍ 建設対策班 

御笠川 御笠橋 14. 54ｍ 15. 34ｍ 16. 53ｍ 建設対策班 

御笠川 筒井橋 15. 44ｍ 16. 24ｍ 17. 43ｍ 建設対策班 

御笠川 落合橋 16. 34ｍ 17. 14ｍ 18. 33ｍ 建設対策班 

牛頸川 木下橋 17. 94ｍ 18. 74ｍ 19. 93ｍ 建設対策班 
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防災関係機関の連絡先一覧 

 
（ 令和６ 年２ 月現在）  

 

名称 電話番号 Ｆ Ａ Ｘ  防災無線 

福岡管区気象台 725-3631   

福岡県防災危機管理局 

 消防防災指導課 
643-3113 643-3117  

福岡県災害対策本部 
643-3986 

 ～3989 
643-3990 

78-700-7500 

～7504 

福岡県福岡地方災害対策本部 

（ 福岡農林事務所）  
735-6121 712-3485 78-801-701 

福岡県那珂県土整備事務所 513-5563 513-5606 78-821-711 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 513-5581 592-8444 78-821-751 

国土交通省福岡国道事務所 

福岡維持出張所 
682-7784 682-7745  

陸上自衛隊第４ 後方支援連隊 591-1020 591-1020  

春日･大野城･那珂川消防本部 584-1191 584-1200       

春日警察署 580-0110   

福岡県済生会二日市病院 923-1551   

福岡徳洲会病院 573-6622   

九州電力送配電㈱ 福岡南配電事業所 922-6124 928-6900           

西日本電信電話（ 株） 九州支店 

（ ㈱NTTフ ィ ールド テク ノ  九州支店 

福岡営業所 設備総括部門サービ ス  

運営・ 災害対策担当）  

476-6161 477-3940           

西部ガス ㈱福岡支社 福岡供給部 633-2323 631-3794           

西日本高速道路（ 株） 九州支社 

久留米管理事務所 
0942-43-4612   

西日本鉄道（ 株） 二日市駅 922-2024   

九州旅客鉄道( 株)  南福岡駅 582-6680 582-5380  
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１  防災行政無線通信網の概要 

（ １ ） 福岡県防災・ 行政情報通信ネッ ト ワ ーク  

  

   各種災害から 県民の生活・ 財産を 守り 、 災害に対する 予防・ 応急復旧等の業務を

迅速・ 的確に処理し 、 防災対策の強化を図る 必要から 、 昭和５ ７ 年２ 月に県と 市町

村（ 消防本部を含む） 及び県出先機関並びに防災関係機関と の間に無線電話回線を

構成し て、 防災に関する 情報の収集・ 伝達に成果を あげてき た。  

   ま た、 今日の防災行政の高度化、 多様化への対応と 平常時における 一般行政への

活用を 図る ため、 平成２ ９ 年度から 令和元年度にかけて、「 福岡県防災・ 行政情報

通信ネッ ト ワ ーク 」 を 再整備し 、 運用を開始し ている 。 こ のネッ ト ワ ーク は、 地震

等によ る 大規模災害にも 対応でき る 災害危機管理シス テムであり 、防災情報シス テ

ム 、 映像情報シス テム 等を 導入、 通信機能の高度化を 図り 、 県庁と 国、 市町村、 防

災関係機関を 結び、防災及び行政の情報を 伝達する 通信ネッ ト ワ ーク と なっ ている 。 

 

 

 

福岡県防災・ 行政情報通信ネッ ト ワ ーク  概念図  

 



2-17-1



2-17-2



2-18-1



2-18-2



2-18-3



2-18-4



2-18-5



2-18-6



2-18-7



2-18-8



2-18-9



2-18-10



2-18-11
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福岡県災害調査報告実施要綱 

 
制定 昭和３ ９ 年 ５ 月２ １ 日 

改正 平成 ６ 年 ４ 月 １ 日 

   平成１ ０ 年 ４ 月 １ 日 

（ 趣 旨）  

第１  こ の要綱は、 災害対策基本法（ 昭和３ ６ 年法律第２ ２ ３ 号） 第５ ３ 条の規定によ る 報告及び他

関係法令又は各省（ 庁） の要請等によ り 、 災害が発生し た場合における 被害状況を 迅速かつ、 的

確に把握し 、 も っ て災害地域の災害応急対策を 行う ため必要な調査報告事項等について定める も

のと する 。  

（ 定 義）  

第２  こ の要綱において「 災害」 と は、 災害対策基本法第２ 条第１ 号に規定する 災害を いう 。  

（ 総括事務）  

第３  こ の災害状況の調査についての総括事務は、 次に掲げる 区分によ り 行う も のと する 。  

 １  災害対策本部が設置さ れないと き 、 又は設置さ れる ま での間は、 総務部消防防災課において行

う 。  

 ２  災害対策本部が設置さ れたと き は、 総合指令部（ 総括班） において行う 。  

（ 報告責任者）  

第４  災害時における 事務のふく そう を さ ける ため、 市町村長及び関係出先機関の長はあら かじ め報

告責任者（ こ の場合「 災害報告主任」 と いう 。） 及び副主任を 定めておく も のと する 。（ 報告すべ

き 災害）  

第５  市町村長から 知事に報告すべき 災害はおおむね次のと おり と する 。  

 １  災害救助法の適用基準に合致する も の。  

 ２  県又は市町村が災害対策本部を 設置し たも の。  

 ３  災害が最初は軽微であっ ても 今後拡大発展する おそれのある も の、 又は２ 市町村以上にま たが

る も ので、 １ の市町村における 被害は軽微であっ ても 全県的に見た場合に同一災害で大き な被害

を 生じ ている も の。  

４  災害によ る 被害に対し 、 国又は件の特別の財政援助を要する も の。  

５  災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から 見て報告の必要がある と 認めら れる も の。  

（ 報告及び提出部数）  

第６  市町村長、 関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、 災害によ る 被害状況を 次に掲げる 区分に

よ り 知事（ 又は災害対策本部長） に報告する も のと し 、 被害の判定基準は別表１ によ る も のと す

る 。  

 １  即報 

   災害の発生に際し 、 死傷者、 住家等の被害が発生し 、 ま たは避難が行われた場合にあ っ ては、

ただちに災害概況即報（ 様式第１ 号） を 防災行政無線又は電話（ フ ァ ク シミ リ を 含む。） をも っ て

報告する も のと する 。  

以後、 新たに被害が発生し たと き 、 ま たは増大し た場合はその都度遅滞なく 様式第１ 号を 提出

する も のと する 。  

   前記報告のほか、 判明し た被害状況については様式第２ 号に掲げる 事項を 速やかに報告する も

のと し 、 以後にあっ ては毎日、 下記に定める 時間ま でに報告する も のと する 。  

   なお、 被害件数等は「 累計数」 と し て取り 扱う も のと する 。  

 

区   分 報  告  時  間 

市 町 村 長 １ ０ 時０ ０ 分 １ ５ 時０ ０ 分 

出先機関の長 １ ０ 時３ ０ 分 １ ５ 時３ ０ 分 

各 部 長 １ １ 時０ ０ 分 １ ６ 時０ ０ 分 
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２  詳 報 

   災害発生後市町村長にあ っ ては５ 日以内に、 関係出先機関の長にあ っ ては７ 日以内に、 それぞ

れの関係機関に様式第２ 号又は様式第３ 号を 提出する も のと し 、 関係各部長は関係出先機関の長

から の報告を 受けた後、 速やかに同様式に掲げる 事項を 知事（ 又は災害対策本部長） に提出する

も のと する 。  

 ３  確定報告 

   応急対策を 終了し たと き 、 ま たは災害対策本部を 解散し た日から １ ５ 日以内に様式第２ 号又は

様式第３ 号を前項に準じ て提出し なければなら ない。  

   確定報告は、 即報及び詳報を も っ て報告し た被害状況の総括的なも のであっ て、 その被害の実

態を 把握する ために必要な証明書、 現地写真、 図面その他必要な資料を添付する も のと する 。  

 ４  提出部数 

 （ １ ） 出先機関の長は、 各様式と も ２ 部作成し 関係部長に提出する も のと する 。  

 （ ２ ） 各部長は、 １ 部を知事（ 対策本部長） 又は総務部長に提出する も のと する 。  

    なお、 市町村長が出先機関を 経由せず直接関係部長あて報告する も のにあっ ては、 出先機関

の長に準じ ２ 部提出する も のと する 。  

（ 報告の順序）  

第７  市町村長、 関係出先機関の長及び関係各部長の行う 災害被序によ る も のと する 。  

   但し 、 応急対策等のため急を 要する と 認めら れる と き は、 こ れによ ら ないこ と ができ る 。  

 １  市町村長の報告 

 （ １ ） 災害概況及び被害状況即報 

   （ 様式第１ 号・ 様式第２ 号の１ ）  

  

 

   【 地方本部未設置時】                 【 本部未設置時】  

 （ ２ ） 被害状況確定報告 

   （ 様式第２ 号の１ ）  

 

 

            【 本部未設置時】  

 （ ３ ） 社会福祉施設関係被害即報 

   （ 様式第２ 号の２ ）  

 

 （ ４ ） 保健環境関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第２ 号の３ 、 様式第３ 号の１ ）  

 

 
 
 （ ５ ） 商工業関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第２ 号の４ 、 様式第３ 号の２ ）  

 

 

 （ ６ ） 農業関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第 2 号の 5､様式第 3 号の 3､4､5､6､7､8､9､10､11､12､13､14､15）  

 

 

 （ ７ ） 林業関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第２ 号の６ 、 ７ 、 ８ 、 ９ 、 １ ０ ）  

 

市町村 地方本部 警戒本部・ 対策本部 消防防災
課 

警戒本部・ 対策本部 消防防災課 

市町村 保健福祉環境事務所 

市町村 保健福祉環境事務所 

政令市・ 大牟田市 保健福祉部 

市町村 商工事務所 

市町村 農林事務所 

市町村 農林事務所 

市町村 
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 （ ８ ） 水産関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第２ 号の１ １ 、 １ ２ ）  

 
 
 （ ９ ） 土木関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

   （ 様式第２ 号の１ ３ 、 様式第３ 号の１ ６ ）  

 
 

（ １ ０ ） 建築都市関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

    （ 様式第２ 号の１ ４ 、 １ ５ 、 様式第３ 号の１ ７ ）  

 

 
 
 

 

 （ １ １ ） 教育関係被害即報・ 詳報・ 確定報告 

    （ 様式第２ 号の１ ６ ）  

 
 
２  出先機関の長の報告 
   市町村から 報告を 受けた出先機関の長は、 速やかに関係部長に報告する も のと する 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  各部長の報告 

（ １ ） 各部長は、 出先機関の長から の報告を 受けた後、 速やかにその状況を 書面を も っ て知事（ 又は

災害対策本部長） に報告する も のと する 。  

（ ２ ） 被害額については、 様式第４ 号によ り 報告する も のと する 。  

（ ３ ） 災害対策本部が設置さ れないと き は、災害ごと に様式第２ 号の１ 及び様式第４ 号を 総務部長（ 消

防防災課） に報告する も のと する 。  

 

  附 則 

 

こ の要綱は、 平成１ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

市町村 海洋技術センタ ー 

市町村 土木事務所 

市町村 土木事務所 

福岡土木事務所管内市町村 建築都市部 

流域下水道事務所 

市町村 教育事務所 

福祉事務所 

保 健 所 

商工事務所 

農林事務所 

海洋技術センタ ー 

土木事務所 

流域下水道事務所 

教育事務所 

関係部長 

総務部長 

 

知事（ 本部長）  
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無線設備等一覧 
 

（ １ ） 災害情報伝達シス テム                   （ 令和５ 年 11 月現在）  

局番号 無線局種別 所管課 設 置 場 所 無線局名 
0 基地局 危機管理課 曙町 2 丁目 2 番 1 号 大野城市役所 

1 拡声子局 危機管理課 仲畑 1 丁目 414 番 梅林 

2 拡声子局 危機管理課 御笠川 1 丁目 29 番 畑詰 

3 拡声子局 危機管理課 御笠川 2 丁目 12 番 11 彦田 

4 拡声子局 危機管理課 平野台 4 丁目 3 番 17 平野台 

5 拡声子局 危機管理課 大字乙金 618 番 12 大野城市総合体育館 

6 拡声子局 危機管理課 仲畑 2 丁目 115 番 仲畑中央公園 

7 拡声子局 危機管理課 中 1 丁目 20 番 1 号 御陵中学校 

8 拡声子局 危機管理課 川久保 1 丁目 7 番 1 号 中公民館 

9 拡声子局 危機管理課 川久保３ 丁目 13 番 蓮町公園 

10 拡声子局 危機管理課 乙金 2 丁目 5 番 18 号 乙金公民館 

11 拡声子局 危機管理課 乙金 1 丁目 18 番 1 号 大野東小学校 

12 拡声子局 危機管理課 御笠川 1 丁目 17 番 1 号 北コ ミ ュ ニティ  

13 拡声子局 危機管理課 乙金台 2 丁目 17 番 3 号 乙金台公民館 

14 拡声子局 危機管理課 大城 3 丁目 29 番 1 号 大城小学校 

15 拡声子局 危機管理課 御笠川 6 丁目 4 木町公園 

16 拡声子局 危機管理課 大字瓦田 汐井川池 

17 拡声子局 危機管理課 東大利 4 丁目 8 番 1 号 下大利小学校 

18 拡声子局 危機管理課 山田 4 丁目 17 番 1 号 大野北小学校 

19 拡声子局 危機管理課 雑餉隈町 3 丁目 3 番 7 号 雑餉隈町公民館 

20 拡声子局 危機管理課 筒井 3 丁目 8 番 1 号 上筒井公民館 

21 拡声子局 危機管理課 瓦田 3 丁目 2 番 1 号 大野小学校 

22 拡声子局 危機管理課 白木原 3 丁目 11 番 1 号 大野中学校 

23 拡声子局 危機管理課 東大利 1 丁目 12 番 5 号 東大利公民館 

24 拡声子局 危機管理課 上大利 1 丁目 6 番 1 号 大利中学校 

25 拡声子局 危機管理課 下大利団地 4 番 2 号 下大利団地公民館 

26 拡声子局 危機管理課 下大利５ 丁目 12 新池 

27 拡声子局 危機管理課 上大利 2 丁目 18 番 1 号 上大利公民館 

28 拡声子局 危機管理課 上大利 5 丁目 17 三兼池公園 

29 拡声子局 危機管理課 南ケ 丘 1 丁目９  旭ケ 丘公園 

30 拡声子局 危機管理課 南ケ 丘 2 丁目 19 番 1 号 南ケ 丘１ 区公民館 

31 拡声子局 危機管理課 緑ケ 丘４ 丁目 6 緑ケ 丘児童公園 

32 拡声子局 危機管理課 南ケ 丘 4 丁目 18 番 1 号 大野南小学校 

33 拡声子局 危機管理課 横峰 2 丁目 4 番 1 号 平野小学校 

34 拡声子局 危機管理課 月の浦１ 丁目５  月の浦近隣公園 

35 拡声子局 危機管理課 大字牛頸 1357 番地 5 牛頸公民館 

36 拡声子局 危機管理課 つつじ ケ丘 4 丁目 1 番 1 号 平野中学校 

37 拡声子局 危機管理課 つつじ ケ丘 3 丁目 1 番 1 号 つつじ ケ 丘近隣公園 

38 拡声子局 危機管理課 つつじ ケ 丘 6 丁目 10 長者原公園 

39 拡声子局 危機管理課 月の浦５ 丁目１  月の浦西公園 

40 拡声子局 危機管理課 月の浦 3 丁目 22 番 1 号 月の浦小学校 

41 拡声子局 危機管理課 平野台 1 丁目 20 番 7 号 平野台公民館 

42 拡声子局 危機管理課 中 3 丁目 14 桑ノ 浦公園 

43 拡声子局 危機管理課 南大利 2 丁目 1 番 日の浦池公園 

44 拡声子局 危機管理課 山田 1 丁目９  山田１ 号公園 

45 拡声子局 危機管理課 乙金東 2 丁目 1089 番地 1 月見ケ 丘公園 2 

46 拡声子局 危機管理課 牛頸 1 丁目 4 番 月の浦配水池 

47 拡声子局 危機管理課 大字牛頸 422 番 牛頸浄水場 

48 拡声子局 危機管理課 乙金 3 丁目 19 番 乙金多目的広場 

49 拡声子局 危機管理課 乙金東 1 丁目 910 番 141 乙金区画整理 

50 拡声子局 危機管理課 平野台１ 丁目１ －46 平野台さ く ら 公園 

51 拡声子局 危機管理課 乙金東３ 丁目５ 番 43 号 乙金東公民館 
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52 拡声子局 危機管理課 下大利２ 丁目 10 番 10 号 下大利公民館 

53 拡声子局 危機管理課 大城４ 丁目 27 番 おおぎ 市営住宅 

54 拡声子局 危機管理課 若草１ 丁目６ 番 23 号 若草公民館 

55 拡声子局 危機管理課 仲畑４ 丁目 21 番１ 号 仲島公民館 

56 拡声子局 危機管理課 大城２ 丁目 18 通り 谷公園 

57 拡声子局 危機管理課 下大利４ 丁目１ 番 水城駅前 

58 拡声子局 危機管理課 若草４ 丁目７  日の浦公園 

59 拡声子局 危機管理課 牛頸４ 丁目３  塚原公園 

60 拡声子局 危機管理課 栄町１ 丁目１ 番 11 号 栄町公民館 

- 簡易中継局 危機管理課 緑ヶ 丘４ 丁目６  緑ヶ 丘児童公園 

 

 
 

（ ２ ） 市内小中学校（ J-ALERT機器）  

No 所管課 設 置 場 所 局名 

1 危機管理課 瓦田 3 丁目 2 番 1 号 大野小学校 

2 危機管理課 山田 4 丁目 17 番 1 号 大野北小学校 

3 危機管理課 南ケ丘 4 丁目 18 番 1 号 大野南小学校 

4 危機管理課 乙金 1 丁目 18 番 1 号 大野東小学校 

5 危機管理課 上大利 1 丁目 7 番 1 号 大利小学校 

6 危機管理課 横峰 2 丁目 4 番 1 号 平野小学校 

7 危機管理課 大城 3 丁目 29 番 1 号 大城小学校 

8 危機管理課 東大利 4 丁目 8 番 1 号 下大利小学校 

9 危機管理課 御笠川 1 丁目 7 番 1 号 御笠の森小学校 

10 危機管理課 月の浦 3 丁目 22 番 1 号 月の浦小学校 

11 危機管理課 白木原 3 丁目 11 番 1 号 大野中学校 

12 危機管理課 乙金台 2 丁目 5 番 1 号 大野東中学校 

13 危機管理課 上大利 1 丁目 6 番 1 号 大利中学校 

14 危機管理課 つつじ ケ丘 4 丁目 1 番 1 号 平野中学校 

15 危機管理課 中 1 丁目 20 番 1 号 御陵中学校 

 

 
 
（ ３ ） 移動系 

無線局種別 呼出名称 形態 設置場所等 備 考 

移 動 局 ぼう さ い 101～172 携帯 危機管理課 ＭＣ Ａ 72 台 

 

※ 設置場所について 、 公民館や小学校など 建物は「 住居表示」、 公園な ど 建物以外は「 地番」 で表記し ていま す。 


